
定例記者発表次第

日時／令和元年７月１８日（木）

１０時３０分～

会場／矢板市役所 第一委員会室

１ 開会

２ 記者発表案件

（１）平成３０年度ふるさと納税の実績について（総合政策課）

（２）「本物の出会い 栃木」アフターデスティネーションキャンペーンの実績報告

について（速報）                     （商工観光課）

（３）矢板市における文化系合宿支援のための補助制度創設について（生涯学習課）

３ 資料提供

（１）道の駅やいた ８月イベントについて（農林課）

（２）第１２回光と音のあんどんまつりの開催及びボランティアの募集について

（都市整備課） 
（３）いちご一会とちぎ国体矢板市実行委員会設立総会及び第 1 回総会の開催に

ついて                        （スポーツ推進班） 
(４)宝くじ文化公演会 ミュージカル「シンデレラ」の実施について（矢板公民館）

４ 質疑応答

５ その他

６ 閉会

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

記者発表予定 ８月１９日（月）１３時３０分～ 第一委員会室



 
記者発表資料 

                   
  令和元年 ７月１８日（水）発表・提供 

件  名 平成３０年度ふるさと納税の実績について 

（説明文） 

 平成３０年度におけるふるさと納税の実績を報告します。 

 
１．期間  平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日まで 

２．件数及び寄附金額 

３．ふるさと納税に係る寄附金税額控除 

４．ふるさと納税の状況（平成３０年度） 

 ・ふるさと納税の募集サイトの拡大等の効果、デスティネーションキャンペーン 

やおしらじの滝のブレイクに伴って興味を持っていただいた方の増加、クラウ 

ドファンディング型ふるさと納税（GCF）への挑戦等により前年度比２倍以上 

の寄附金額となった。 

５．今後の方針（令和元年度以降） 

・今年度６月からのふるさと納税の新基準に則った制度周知を行っていくが、 

返礼品については、既存の矢板名産品等のＰＲはもとより、市内ゴルフ場や 

レジャー施設等の利用といった体験型のコンテンツ、シルバー人材センター 

による役務提供等、地方創生におけるスポーツ交流人口や関係人口の増加を 

意識し、充実を図っていく。 

年度 件数（件） 寄附金額（千円） 

平成３０年度 
４，５８７ 

（うち GCF：２２８） 

３８５，８１４ 

（うち GCF：８，９２３） 

平成２９年度 

（参考） 
２，１８４ １５７，４８８ 

人数 市町村民税（円） 道府県民税（円） 

３９８ １７，５７６，５７９ １１，７１７，８０１ 

担当部・課・グループ 総合政策課 

担  当  者  名 佐藤・弦巻 

電  話  番  号 ４３－１１１２ 内線電話番号 ２２１ 



 
記者発表資料 

                   
令和元年７月１８日（木）発表・提供 

件  名 
「本物の出会い 栃木」アフターデスティネーションキャンペーン

の実績報告について（速報） 

 

１ 目的（趣旨） 

   本年４月１日から６月３０日にかけて、ＪＲグループ、栃木県を挙げて展開

してきました「本物の出会い 栃木」アフターデスティネーションキャンペー

ンにつきまして、矢板市で実施した事業実績及び市内主要施設等の利用者数に 

ついて、速報値を市長から発表いたします。 

 

２ 内容 

 ⑴ アフターデスティネーションキャンペーン期間中の関連イベント等の実績

について  資料⑴  

 
 ⑵ 市内主要施設等の利用者数について  資料⑵  

 

 ⑶ 日本遺産・おしらじの滝を活用した市内周遊促進事業の結果について  
 資料⑵  

 
 ⑷ その他 

 

 

 

 

 
※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担当課・グループ 商工観光課 

担  当  者  名 村上治良 

電  話  番  号 0287-43-6211 内線電話番号 420 

 



令和元年７月１８日記者発表資料 

 資料（１） 

 
アフターデスティネーションキャンペーン期間中の関連イベント等の実績について 

 
⑴期間中の関連イベント等 
  4/26      JTBとの連携協定締結 

4/27~5/6  つつじまつり（長峰公園） 
 4/29   BCリーグ公式戦 栃木VS新潟（矢板運動公園野球場） 

来場者数：1,156名 
 5/6~12    駅からハイキング（木幡神社、城の湯温泉、道の駅やいた、矢板武記念館ほか） 
        参加者数：(H29)  161名 ⇒ (H30)  245名 

 ⇒ (R元)  200名 
5/8~17  とちまるショップ「矢板特集期間」 5月売上県内8位／25市町 

※おしらじの滝、レンゲツツジのPR等（5/11イベント開催） 
5/12     やいた軽トラ市（東通り） 

           来場者数：(H29）15,000人 ⇒ (H30)  20,000人 
 ⇒ (R元)  23,000人 

 5/18~19   たかはらアドベンチャーズフェスティバル（県民の森ほか） 
参加者数：282人 

5/25・6/22「JR東日本 とちぎまんぷく列車」運行 
       参加者数：(H29)  124名(1回) ⇒ (H30)  250名(2回) 

⇒ (R元)  218名(2回) 
5/25・6/8  八方ヶ原つつじ送迎バス（矢板駅・城の湯温泉～山の駅たかはら） 

       利用者数：(H29)  85名(2日) ⇒ (H30)  73名(3日) 
 ⇒ (R元)  92名(2日) 

6/1・2   八方ヶ原パーク＆バスライド（山の駅たかはら～大間々駐車場） 
 6/8・9   利用者数：(H29)  1,309名(2日) ⇒ (H30)  2,460名(4日)  

⇒ (R元)  2,435名(4日) 
6/9    やいた片岡ロードレース（JR片岡駅西口～コリーナ矢板） 
      来場者数：10,000名 

 6/30   アフターDCクロージングイベント（JR那須塩原駅前） 
 
⑵情報発信等 
〇インターネット 

 ・HAPPYHAPPOアクセス件数（4/1~6/30集計） ※R元年7月リニューアル 
   (H29）24,902件 ⇒ (H30)  37,660件 ⇒ (R元)  32,469件 
〇雑誌等 

 ・「旅の手帖」（2019年4月号）那須野が原ロマン探訪（日本遺産）掲載 
 ・JAFMate（2019年6月号）地方版に矢板市特集記事 
   「可憐なツツジに彩られた 水と緑の郷・矢板へ」 
  



令和元年７月１８日記者発表資料 
 資料（２） 

〇市内主要施設等の利用者数について【速報値】 

⑴ 観光客入込数について（主要施設等） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 比較(元/30) 

八 方 ヶ 原 64,500人 79,300 人 76,500 人   ▲ 3.53％ 

城の湯温泉センター 38,950人 41,290 人 46,097 人 11.64％ 

道 の 駅 や い た 300,363人 307,555人 332,558人 8.13％ 

 

⑵ 宿泊者数について 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 比較(元/30) 

宿泊者数（4施設） 9,828人 9,554 人 10,706 人 12.06％ 

※速報のため、現在集計できる４施設（ホテル①、旅館・民宿③）で算出。 

 

⑶「山の駅たかはら」利用者数及び売上額について 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 比較(元/30) 

利用者数 25,800人 31,700 人 30,600 人 ▲  3.47％ 

売 上 額 640万円 780 万円 910 万円 16.67％ 

 

〇日本遺産・おしらじの滝を活用した市内周遊促進事業の結果について【速報値】 

・クーポン券付きチラシ（発行部数 5,000部） 

配布場所：山の駅 3,500部、近隣道の駅７か所 1,400部、その他イベント等 100部 

・実施（回収）結果                        （単位：枚） 

券 施 設 名 等 ４月 ５月 ６月 利用月不明 計 比率 

２
０
０
円
ク
ー
ポ
ン

 

市内飲食店等 11 45 93 8 157 65.1% 

道の駅やいた 0 22 49 0 71 29.5% 

山縣有朋記念館 3 1 7 2 13 5.4% 

小  計 14 68 149 10 241 100.0% 

回 収 率 0.3% 1.4% 3.0% 0.2% 4.8%  

優
待
券 

城の湯やすらぎの里 13 64 237 0 314  

回 収 率 0.3% 1.3% 4.7% 0% 6.3%  

招
待
券 

矢板武記念館 0 4 8 0 12  

回 収 率 0% 0.1% 0.2% 0% 0.2%  

（参考）おしらじの滝関連新商品の売上額 

・おしらじブルーサンデー（＠400円）(4 月)216 個(5 月)355 個(6月)193個 (計)764個 

・おしらじ塩冷やし麺（＠880円）(4月)80杯(5 月)130 杯(6月)191杯 (計)401 杯 

・和風おしらじブルーぱぁふぇ（＠580円）(4月)65個(5月)90個(6月)109個 (計)264個 



令和元年度 日本遺産・おしらじの滝を活用した 

プロモーション及び市内周遊促進事業 
HAPPY HAPPO Project 

 

１ 事業費の内訳 

 事業名 内   容 予算額 

観

光

PR

事

業 

日本遺産及び

おしらじの滝

等プロモーシ

ョン事業 

① 日本遺産紹介携帯アプリ「ココシル」

との連携 

1,200 千円 

② インスタグラムによるプロモーショ

ン 

650 千円 

観光客市内周

遊促進事業 

③ 矢板のグルメ紹介冊子の作成 2,000 千円 

④ 市内周遊促進のためのクーポン発行 350 千円 

  合  計 4,200 千円 

②+③+④＝3,000 千円のうち 1,000 千円（栃木県わがまち未来創造事業交付金） 

 

２ 令和元年度の事業計画概要 

 HAPPY HAPPO Project と日本遺産の相乗効果により、相互にプロモーション

することで周遊を促し、滞在時間を延ばすとともに、市内店舗へ立ち寄っていた

だくための仕掛けをすることで、経済波及効果と来訪者の行動分析を行う。 

 

 

 

✖ 

【日本遺産及びおしらじの滝等プロモ

ーション事業】 

 
① 日本遺産紹介携帯アプリ「ココシル」との

連携 

那須野が原開拓日本遺産活用推進協議

会で導入した観光アプリ「ココシル」を最

大限活用し、日本遺産以外の観光スポッ

トの登録や、スタンプラリー機能の追加、

おすすめコース設定などを行い、周遊を

促すとともに、来訪者の行動分析を行う。 

 

② インスタグラムによるプロモーショ

ン 

インスタグラムは、若い世代に一番選

ばれているツールであり、プロによる PR

動画の作成や写真撮影、文書投稿など、人

工知能を活用したマーケティングシステ

ムにより、より多くの方に認知していた

だくよう誘導する。 

 

 

【観光客市内周遊促進事業】 
 

 

③ 矢板のグルメ紹介冊子の制作 

観光の重要な要素である「食」に特化

したグルメ冊子を作成し、観光客に立ち

寄っていただくきっかけとする。また、

撮影した写真を携帯アプリやインスタ

グラムにも登録・投稿することで、WEB

との連動も可能となり、グルメスタンプ

ラリー等の実施も可能となる。 

 

④ 市内周遊促進のためのクーポン発行 

来訪者の満足度向上のため、おしら

じの滝や八方ヶ原に来たお客様に市内

を周遊していただくため、目に見える具

体的な仕掛けとして、市内店舗で使える

クーポン券付きのチラシを山の駅たか

はらで発行し、市内店舗をご利用いただ

くきっかけとする。 

 

 

⇔

連
携 



 
記者発表資料 

                   
  令和元年 ７月１８日（木）発表・提供 

件  名 矢板市における文化系合宿支援のための補助制度創設について 

（説明文）文化財等調査研究及び文化芸術活動を推進するため、宿泊を伴う文化系

合宿を開催する団体に対し、補助金を交付することにより文化系団体との継続的な

交流人口増を図るとともに、市内の文化振興及び観光振興を図ることを目的とし、

補助制度を創設しましたので報告いたします。 

 
１ 事業概要 

 調査研究及び文化芸術活動を目的とする大学ゼミ・サークル等（以下「団体」と

いう）が市内で宿泊を伴う合宿をする（延べ宿泊者数１０人以上）場合に補助金

を交付します。 

 

２ 補助金の額 

①宿泊料金(延べ宿泊者数に 1,000 円を乗じた額） 

②文化施設等使用料の実費分 

③日本遺産構成文化財施設(市内)入館料の実費分 

※ただし同一年度内において、同一団体 1 回 10 万円までとする。 

 

３ 事業開始日  令和元年７月１日 

 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 矢板市教育委員会生涯学習課文化担当 

担  当  者  名 津野田 陽介 

電  話  番  号 0287-43-6218 内線電話番号 471 

 



東京から約 120 キロの栃木県北部に位置します。

東北道矢板 IC や東北本線矢板駅・片岡駅があり、 

交通アクセスは良好です。矢板市の北部には、日光国立 

公園の八方ヶ原が広がっており、雄大な自然を満喫しながら合宿をすることができます。 

補助には条件等があります。詳しくはチラシの中をご覧ください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日光へ３０キロ！那須へ３０キロ！観光地へのアクセス良好！ 

♫ 最大 10 万円 補助 ♫ 
矢板市内に１泊以上、延べ宿泊者数 10 名以上で宿泊すると 

関東平野一望の「八方ヶ原」 日本遺産に認定された「山縣有朋記念館」 

話題のパワースポット、神秘的な「おしらじの滝」 大ホール・小ホール・練習室完備の「矢板市文化会館」 



【音楽分野】 吹奏楽や弦楽、演劇や舞踊などの練習活動を行う合宿 

【美術分野】 写真や絵画、デザインや文芸作品などの展示活動を行う合宿 

●５名以上のメンバーがいる。 

・大学等（注１）のゼミや部活、サークル 

・文化芸術等の活動を行う社会人団体 

YES YES 

●矢板市内の旅館やホテル（注２） 

に１泊以上延べ宿泊者数 10 人 

以上で宿泊予定。 

(例：10 人で 1 泊、5 人で 2 泊) 

YES 

●国や他の自治体から補助金 

の支援を受けていない、又は受 

ける予定がない。 

●合宿中に営利活動をしない。 

申請内容によっては、補助対象とならない場

合があります。詳しくは下記 QR コードから HP
にアクセスし、補助金要綱をご覧ください。 

●５名以上のメンバーがいる。 

・大学等（注１）のゼミや部活、サークル 

・歴史、自然等を学術的に調査研究する社会人団体 

YES YES 

●矢板市内の旅館やホテル（注２） 

に１泊以上延べ宿泊者数 10 人 

以上で宿泊予定。 

(例：10 人で 1 泊、5 人で 2 泊) 

YES 

●国や他の自治体から補助金 

の支援を受けていない、又は受 

ける予定がない。 

●合宿中に営利活動をしない。 
申請内容によっては、補助対象とならない場
合があります。詳しくは下記 QR コードから HP

にアクセスし、補助金要綱をご覧ください。 

（注１） 学校教育法に規定する大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・高等学校を示します。 
（注２） 旅館業法に規定する旅館・ホテル・簡易宿所営業を営む施設、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業者が営む施設を示します。 
（注３） 矢板市文化会館・矢板市生涯学習館・矢板公民館・片岡公民館・泉公民館、及び矢板市体育施設を示します。 

（注４） 作品展示の場所は問いません。 
（注５） 矢板市外に所在する構成文化財も可能です。構成文化財一覧は文化庁「日本遺産ポータルサイト」でご確認ください。 
（注６） 矢板市に所在する文化資源であれば、指定の有無・矢板市固有の資源かどうか・文化財の種別等は問いません。 

（注７） 同一年度内において、同一団体への補助金交付は１回限りとします。また、予算がなくなり次第、補助金交付は終了となります。 
     補助金の支払いは、合宿終了後に対象団体の指定口座へ振り込みます。（個人名義の口座は振り込み不可となりますので、ご注意ください） 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文化芸術の合宿はこちら 

どんな合宿に補助金が出るの？ 

補助金が出る条件は？ 

補助対象 

●音楽分野の合宿を行う場

合、矢板市文化・体育施設を

使用(注３)し、合宿中に練習活

動を行う。その際、矢板市文

化会館大ホール・小ホールを

使用する場合は合宿中に練

習活動の無料公開か無料発

表会を開催する。 

●美術分野の合宿を行う場

合、無料公開の作品展示を

合宿中に開催する(注４)。 

YES 

 

START 

文化財調査・研究の合宿はこちら 

【日本遺産調査研究】  

【その他の調査研究】  

どんな合宿に補助金が出るの？ 

補助金が出る条件は？ 

補助対象 

●合宿中に研究内容や調査

成果などの矢板市民向け説

明会、または市内文化系団

体との意見交換会を開催す

る。 

 （例：調査中の現地説明会開

催、文化系団体から研究のための

聞き取り調査実施、大ホールを使

用してのシンポジウム開催、市内

文化系団体と市内飲食店での情

報交換会開催 など） 

 

YES 

START 

日本遺産「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」の構成文化財（注５）を 
テーマにした調査・研究活動を行う合宿 

歴史・地理・自然など、矢板市内の学術的に貴重な資源（注６）をテーマにした調査・研究活動を行う合宿  

補助事業のご案内 



【宿 泊 費】 延べ宿泊者数 × 1,000 円 
【施設使用料】 合宿中に矢板市文化・体育施設を使用した場合、その使用料 

【入 館 料】 合宿中に矢板武記念館・山縣有朋記念館を見学した場合、その入館料 

これらの経費を合算し、上限 10 万円まで補助金を交付します(注７)。 

右記 QR コードから補助事業の HP にアクセスし、掲載の申請書を、 

合宿開始の 15 日前までに矢板市生涯学習課へご提出ください。    

 

その他ご不明な点はお気軽に矢板市生涯学習課 (℡0287-43-6218) へお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補助金はいくら出るの？ 

補助金申請の方法は？ 

経費 247,700円の内、87,700円補助！ 

QRコード 

東京都の〇×大学吹奏楽部（部員 30 名）のうち、20 名が

1 人 1 泊 5000 円の市内旅館に 2 泊。1 日目は観光で矢

板武記念館（団体割引）を見学。2 日目は 9 時～17 時ま

で矢板市文化会館第 1 練習室で練習。3 日目は 9 時～

17 時まで矢板市文化会館大ホールで公開練習。 

(冷暖房使わず。3 日間とも平日と想定) 

福島県の〇×大学民俗学研究ゼミ（ゼミ生 20 名）のうち、

10 名が素泊まり 1 人 1 泊 3000 円の市内民宿に 4 泊。1

日目は観光で矢板武記念館を見学。2 日目～4 日目は市

内各地で民具の確認調査。5 日目は 9 時～12 時まで矢板

市生涯学習館研修室１で民具について市内文化系団体から

の聞き取り調査開催。 

経費 123,000円の内、43,000円補助！ 

矢板市文化会館 矢板市生涯学習館 

矢板公民館 片岡公民館 泉公民館 

文化施設のご案内 

矢板市矢板 103-1 
電話：0287-43-2212 

矢板市矢板 106-2 
電話：0287-43-4436 

矢板市矢板 103-1 
電話：0287-43-0469 

矢板市片岡 2098-3 
電話：0287-48-0101 

矢板市泉 428 
電話：0287-43-0402 

●研修室(100 名)●和室
集会室(20 名)●ホール
(300 名) など 

1112 人収容の大ホール 多目的に使える小ホール 小人数ゼミに最適な会議室 講座等に使用できる研修室 

伝統芸能の練習に最適な和室 美術の創作に使える実習室 多目的に使えるホール 八方ヶ原に一番近い施設 

●集会室(100 名)●会議
室(30 名)●和室集会室
(25 名) など 

●大会議室(100 名)●研修室(20 名)●１階和室(10 名) 
●２階和室(30 名)●実習室(35 名) など  

●大ホール(1112 席)●小ホール(255 ㎡)●練習室１(99 ㎡) 
●練習室２(54 ㎡) ●練習室３(35 ㎡) など 

音楽の練習や美術の創作活動、講座など、様々な文
化活動に利用できます。 

大ホールは音響反射板完備！この合宿で活動映像を
撮影し、動画投稿サイトに UPするのもありかも⁉ 

研修室は研究活動や講義、体育室は舞踏の練習など
に利用できます。※楽器の練習はできません。 

●研修室１(100 名) ●研修室２(30 名) ●会議室(10 名) 
●体育室 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 施設名 所在地 電話番号 特徴 

① ホテルウェリィスミヨシ 矢板市扇町 1-13-4 0287-43-0013 矢板駅前に立地！会議等に使えるホールあり！ 

② 矢板イースタンホテル 矢板市末広町 24-1 0287-43-1511 矢板駅前に立地！会議等に使えるホールあり！ 

③ ホテルルートイン矢板 矢板市東町 3008-8 050-5847-7721 国道４号沿いに立地！人工温泉あり！ 

④ 大畑屋旅館 矢板市乙畑 1637-5 0287-48-0337 片岡駅近くのアットホームな旅館！ 

⑤ 寺山鉱泉 矢板市長井 1922-2 0287-43-3773 舗装路整備済！天然鉱泉が楽しめる一軒宿！ 

⑥ 赤滝鉱泉 矢板市平野 1628-1 0287-43-0940 ４WD 車でしか行けない渓流沿いの秘湯！ 

⑦ 小滝鉱泉 矢板市平野 1618 0287-43-0941 砂利道の奥に佇む渓流沿いの一軒宿！ 

⑧ コリーナ矢板 矢板市石関 1121-107 0287-48-2700 天然温泉が楽しめるホテル型リゾート施設！ 

⑨ ビラ矢板温泉 矢板市館ノ川 695-28 0287-43-4100 天然温泉付きのコテージ型宿泊施設！ 

⑩ ５８ロハスクラブ 矢板市安沢 2180 0287-41-0058 手ぶらでキャンプが楽しめるグランピング施設！ 

⑪ 民宿なごみ 矢板市土屋 311-2 080-5684-1433 国道４号沿いに立地！アットホームな民宿！ 

⑫ 古民家 WASHINKAN 矢板市山田 1080 0287-47-7314 古民家を改築した風情あるゲストハウス！ 

⑬ 県民の森キャンプ場 矢板市長井 2927 0287-43-0479 コテージあり ※キャンプ場開設時期要問合せ 

矢板市教育委員会 生涯学習課 文化担当 
〒329-2165 栃木県矢板市矢板 106-2  

電話：0287-43-6218 Fax：0287-43-4436 

Mail : syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp   

※メールでお問い合わせの際は、題名に「文化合宿問い合わせ」と記入してください。 

国道 461 号線 

● 

矢板武記念館 ● 

文化会館● 

東
北
道 

●那須 

● ● 

●宇都宮 ● 

佐野 

小山 

真岡 
● 

栃木 

鹿沼 

日光● 矢板市 

奥日光 

那須高原 

JR 両毛線 

至・水戸 至・前橋 

至・東京 

至・福島 

至・日光 

至・那須高原 

至・宇都宮 

至・福島 

至・塩原温泉 

山縣有朋記念館  

矢板 IC 

矢板公民館・生涯学習館● 

● 泉公民館 

● 片岡公民館 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

県民の森 

八方ヶ原 

尚仁沢湧水 栃木県全体図 

市立郷土資料館 

● 

おしらじの滝 

⑬ 

矢板運動公園● 

長井りんご団地 

井出水の湧水 

至・喜連川 

矢板市全体図 

道の駅やいた 

塩原温泉 

鬼怒川温泉 

足尾 

至・鬼怒川温泉 

中交差点 

東町交差点 

泉交差点 

下太田交差点 

片岡交差点 

JR 水戸線 

日光国立公園 

日本遺産「那須野が原」 

中りんご団地 

平野りんご団地 

立足りんご団地 

寺山ダム 

塩田ダム 

● 

mailto:syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp


矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、矢板市の文化財等の調査研究をし、又は矢板市内において文

化芸術活動を推進するために行う宿泊を伴う文化系の合宿（以下「文化系合宿」

という。）を開催する団体等（以下「対象団体」という。）に対し、矢板市文化

財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することにより、市内の文化系団体との顔の見える関係を築くとともに、

交流人口の増加を図り、もって市内の文化振興及び観光振興を図ることを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学、大学院及 

 び短期大学、高等専門学校、専修学校並びに高等学校 

⑵ 旅館等 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）に規定する旅館・ホテル営 

業又は簡易宿所営業を営む施設及び住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号） 

に規定する住宅宿泊事業者が営む施設 

⑶ 延べ宿泊者数 合宿開催日前後を通じて、市内の旅館等に宿泊した文化系合 

宿の参加者（指導者を含む。以下同じ。）に、泊数を乗じて得た数 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる文化系合宿は、次のいずれかに掲げるものとす

る。 

 ⑴ 日本遺産「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」（文化庁平成



３０年５月２４日認定）の構成文化財をテーマにした調査、研究を行うもの 

 ⑵ 矢板市の歴史、地理、自然等学術的に貴重な資源を調査、研究するもの 

 ⑶ 音楽又は演劇等の練習活動を行うもの 

 ⑷ 美術作品（文芸作品を含む。）等の展示活動を行うもの 

（補助対象団体） 

第４条 補助金の対象団体は、次の各号のいずれかに該当するものであって、かつ、

文化系合宿の参加者が５名以上であるものとする。 

⑴ 大学等のゼミナール、部活又は同好会 

⑵ 歴史、地理、自然等を学術的に調査研究するもの又は文化芸術等の活動を行 

うもの 

２ 前項の規定に関わらず、対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の要綱の補助対象としないものとする。 

⑴ 国又は地方公共団体が行うもの 

⑵ 国又は地方公共団体から補助金等の支援を受けている、又は受ける予定であ

るもの 

⑶ 文化系合宿中に営利を目的とした活動を行う場合 

⑷ 補助対象団体が自身の所有する旅館等に宿泊する場合 

 ⑸ 活動中に特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特 

定の候補者を支持する行為を行うもの 

 ⑹ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派、若しくは教団を支援する行為 

を行うもの 

 ⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

  に規定する暴力団又はその構成員が対象団体の中に含まれている場合 

⑻ 公序良俗に反する行為を行うもの 



⑼ その他市長が適当でないと認めるもの 

（補助対象要件） 

第５条 補助金の交付の対象となる文化系合宿は、次の各号に掲げる事業に従い、

当該各号に定める要件を満たしたものとする。 

 ⑴ 第３条第１号及び第２号に掲げる事業 合宿中に市民向け説明会又は市内の

文化系団体等との意見交換会を開催すること。 

 ⑵ 第３条第３号に掲げる事業 次に掲げる要件を満たすこと 

ア 矢板市文化会館、矢板市生涯学習館、矢板公民館、片岡公民館、泉公民館

又は矢板市体育施設（以下「矢板市文化・体育施設」という。）を使用して

練習活動を行うこと。 

イ 矢板市文化会館大ホール又は小ホールを使用する場合には、市民に練習活

動を無料で公開し、又は無料の発表会を開催すること。 

⑶ 第３条第４号に掲げる事業 入場無料の展示を行うこと。 

２ 前項の文化系合宿は、矢板市内の旅館等に１泊以上し、延べ宿泊者数が１０人

以上とならなければならない。 

３ 同一年度内において補助の対象となる文化系合宿は、一の対象団体につき１回

限りとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次に掲げる額を合算した額（当該合算した額が１０万円を

超えるときは、１０万円）とする。 

 ⑴ 延べ宿泊者数に１，０００円を乗じて得た額 

 ⑵ 矢板市文化・体育施設を使用した場合は、その使用料に相当する額 

 ⑶ 矢板武記念館及び山縣有朋記念館を見学した場合は、その入館料に相当する

額 



（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付（変更）申請書（別記

様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、合宿開始の１５日前までに市長に提

出しなければならない。 

 ⑴ 事業（変更）計画書（別記様式第２号） 

 ⑵ 収支予算書（別記様式第３号） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書を提出したものは、申請内容に変更が生じた場合、変更申請書に

変更の内容を明らかにする書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第８条 市長は、申請書を審査した結果、補助要件を満たすと認められた場合、補

助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（別記様式第４号）により申請者に

通知するものとする。 

２ 前項の規定は、前条第２項の変更申請書が提出された場合について準用する。 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付を受けたものは、文化系合宿終了後速やかに実績報告書（様

式第５号）に次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 収支決算書（別記様式第６号） 

⑵ 宿泊者名簿（別記様式第７号）   

⑶ 文化系合宿の様子がわかる写真 

⑷ 使用料又は入館料の領収書の写し及び旅館等の領収書の写し 

⑸ 請求書（別記様式第８号） 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の支払） 



第１０条 市長は、実績報告書を審査した結果、申請に基づき適切に合宿が遂行さ

れたと認められた場合、請求書の提出を受けた日から３０日以内に補助金を支払

うものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１１条 市長は、補助金の交付決定を受けた対象団体が、次の各号のいずれかに

該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は補助金の返

還を求めることができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

 ⑵ 補助金等を他の用途に使用したとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内

容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。 

（その他） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、矢板市補助金等交付規則（平成１

４年矢板市規則第１８号）に定めるもののほか、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号 

  年  月  日 

矢板市長 様 

 

申請人  住所又は所在地              

氏       名                

氏名又は代表者名                  ㊞ 

 

補 助 金 等 交 付 （変 更） 申 請 書 

   年度において、次のとおり補助金の交付を受けたいので、矢板市文化財等

調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業補助金交付要綱第７条の規定により申請し

ます。 

 

補助事業等の名称  矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業 

補助金等の名称  矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業補助金 

補 助 金 等 の 額 

宿泊費   人×  泊×1,000 円＝    円 

使用料     円 

入館料   人×  円＝    円  計    円 

添 付 書 類  

 

⑴ 事業（変更）計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 



別記様式第２号 

  事 業 （ 変 更 ） 計 画 書 

団体の名称  

合 宿 名  

実施予定期間   年  月  日から    年  月  日まで 

宿泊予定施設  

使用する文化施設  

見学する構成文化財 矢板武記念館 ・ 山縣有朋記念館 

参加予定人数           人（うちスタッフ     人） 

延べ宿泊人数               人 

合宿の目的 

合宿の内容等 

 備考 

 １．合宿の移動・行動計画等、合宿の流れが分かるよう記入すること。 

２．上記内容を満たす場合は、任意様式による提出も可能とする。 



別記様式第３号 

収 支 予 算 書 

 １ 収入の部                              

 （単位：円） 

区   分 予 算 額  摘       要 

市 補 助 金 

 

参加者負担金 

 

 

 

 

 

矢板市文化財等調査研究及び文

化芸術活動合宿促進事業補助金 

 

計 円  

 

 ２ 支出の部                              

 （単位：円） 

区   分 予 算 額 摘       要 

宿 泊 費 

 

使 用 料 

 

    入 館 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 円  

 



別記様式第４号 

矢板市指令  第  号 

 

補助事業者  住所又は所在地              

氏       名                

氏名又は代表者名                    

 

年 月 日付けで申請のあった矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合

宿促進事業補助金の交付については、次のとおり決定したので、矢板市文化財等調

査研究及び文化芸術活動合宿促進事業補助金交付要綱第８条の規定により通知しま

す。 

 

   年  月  日 

                    矢板市長           ㊞ 

 

補助事業等の名称 矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業 

交 付 決 定 額                         円 

交 付 条 件 

 補助金交付の対象となる事業内容は、先に提出のあ

った申請書の記載のとおりであること。補助金の交付

は、事業者からの請求に基づき一括払いとする。 

交付に係る指示 
 補助事業者は、事業が完了した場合は速やかに実績 

報告書を市長に提出すること。 



別記様式第５号 

年  月  日 

矢板市長  様 

補助事業者  住所又は所在地              

氏       名                

氏名又は代表者名                  ㊞ 

 

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書 

 

   年  月  日付け矢板市指令    第  号により交付決定の通知のあり

ました矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業が完了しましたの

で、矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業補助金交付要綱第９

条の規定により報告します。 

補 助 事 業 等 の 名 称 矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業 

補 助 金 額                         

 補助事業等の施行場所  

着 手 年 月 日      年  月  日 

完 了 年 月 日      年  月  日 

経 過 お よ び 内 容  別紙資料のとおり 

添 付 書 類 

(１) 収支決算書 

（２）宿泊者名簿 

（３）合宿の様子がわかる写真 

（４）旅館等の領収書のコピー、及び使用料又は入館

料がある場合はその領収書のコピー 

(５) 請求書 



別記様式第６号 

収 支 決 算 書 

 １ 収入の部                              

 （単位：円） 

区   分 決 算 額  摘       要 

市 補 助 金 

 

参加者負担金 

 

 

 

 

 

矢板市文化財等調査研究及び文

化芸術活動合宿促進事業補助金 

 

計 円  

 

 ２ 支出の部                              

 （単位：円） 

区   分 決 算 額 摘       要 

宿 泊 費 

 

使 用 料 

 

    入 館 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 円  

 



別記様式第７号 

宿 泊 者 名 簿 

         団 体 名 

        実施期間       年  月  日 ～     年  月  日 

メンバー   ※備考欄には「顧問」「代表」「会計」等の役職を記入 

合計宿泊者数             補助金額 

 延べ   人 × １，０００円 

＝        円 

 
 

 

 
氏 名 

宿 泊 日 備 考 

／ ／ ／ ／ ／  

１        

２        

３        

４        

５        

６        

７        

８        

９        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

計 人 人 人 人 人  

宿 泊 日 

／ ／ ／ ／ ／ 

人 人 人 人 人 

合計         人 



別記様式第８号 

年  月  日 

矢板市長 様 

補助事業者  住所又は所在地              

氏       名                

氏名又は代表者名                  ㊞ 

補 助 金 等 交 付 請 求 書 

   年  月  日付矢板市指令   第   号により交付決定のありました 

      年度矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業補助金を 

矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業補助金交付要綱第１０条の 

規定により請求します。 

 

金 額 
十 万 千 

 

百 

 

十 円 

 

補助事業等の名称 矢板市文化財等調査研究及び文化芸術活動合宿促進事業 

交付決定通知額 ￥  

既 交 付 額   ￥ 

今回交付請求額   ￥ 

未 交 付 額  ￥ 

  

添 付 書 類 
（１） 交付決定通知書の写し 

（２）その他市長が必要と認める書類 

 

（注）１．数字は、算用数字を使用す 

ること。 

２．金額の頭に￥をつけること。 

３．金額を訂正したものは、無 

効とする。 

４．普通預金は「普」を、当座 

預金は「当」を○で囲むこと。 

支 払 い 口座振替 

振 込 先 銀行      支店 

預    金 
普  当 

口座番号 

 種    別 

（フリガナ） 

名 義 
  



 
記者発表資料 

 
                  令和元年７月１８日（木）発表・提供  

件  名 道の駅やいた ８月イベントについて 

１ いちごのかき氷販売会 

暑い夏に涼しさを届けるイベントとして、澳原いちご農園による「いちごのかき

氷販売会」を実施します。 

日  時 令和元年８月４日（日） 9 時 00 分～  

※商品がなくなり次第終了  

場  所 農産物直売所「旬鮮やいた」前軒下 

 

２ 切り花販売会 

 旬鮮やいた特設コーナーにてお盆の切り花を販売します。 

日  時 令和元年８月１０日（土）～１６日（金） 8 時 30 分～18 時 00 分  

※各日お花が無くなり次第終了 

場  所 農産物直売所「旬鮮やいた」内 特設コーナー 

 

３ 太陽光発電の仕組みを知ろう！ 

太陽光発電の仕組みを学びながら、太陽光を使ったおもちゃを作成します。 

日  時 令和元年８月１１日（日） 10 時 00 分～12 時 00 分  

場  所 エコモデルハウス ２Ｆ会議室  

 募集人数 １０名程度 ※予約先着順、定員になり次第終了 

参 加 費 ひとり１，２００円（材料費、保険、ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ代含む） 

      保護者  ２００円（保険、ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ代） 

問合せ先 エコモデルハウス管理事務所 ４０-０６６１ 

 
８月休業日 

農産物直売所・農村レストラン … 休まず営業いたします。 

エコモデルハウス       … 毎週水曜日 

駐車場、トイレは 24 時間利用可 

担当課・グループ  農林課 整備振興担当 

担  当  者  名 矢板 寿江 

電  話  番  号 ４３-６２１０ 内線電話番号 ４０９ 

 



記者発表資料 
 

  令和元年７月１８日（木）発表・提供 

件  名 
第１２回 光と音のあんどんまつりの開催及びボランティアの 

募集について 

(説明文) 

◆第１２回 光と音のあんどんまつり 

１ 目的（趣旨） 

平成１９年５月に発足した「川崎城跡公園再生市民会議」が同年度に策定 

した川崎城跡公園再生基本計画に基づき、“川崎城跡公園と市民をつなぐ 

架け橋”として市民に身近な公園となるように市民参加型のイベントを開催 

します。今年で第１２回目を迎え、市民ボランティアを中心として企画運営 

しています。 

２ 日時  令和元年８月２４日（土）  ※雨天時は中止 

午後４時  イベントスタート、物産店開店 

午後５時  あんどん点灯       

午後６時  開会式（終了予定 午後８時３０分）  

※タイムスケジュール等、詳細は別添のとおり 

３ 場所  川崎城跡公園自然観察ふれあい広場 

４ 内容 

約５０００個のペットボトルを使ったあんどんを会場に配置し、幻想的な 

空間を演出。やもり倶楽部による「こどもみこし（参加自由）」や地元の子 

どもたちによる「よさこいソーラン」「吹奏楽」「こどもフラ」など、光と音 

による様々な企画によりイベントを盛り上げます。真夏の夜の想い出づくり 

に、ぜひお出かけください。 

５ 主催  川崎城跡公園再生市民会議 

６ その他  

 駐車場：川崎小学校・城の湯温泉センター駐車場 

 シャトルバス：道の駅やいた・城の湯温泉センターから巡回 

 

 

 

 

 



◆川崎城跡公園の美化活動（草刈り） 

あんどんまつりを開催するため、川崎城跡公園再生市民会議の会員を中心 

に、地元の有志や協力団体の皆さんのご協力により、公園の美化活動を行い 

ます。当日の参加も可能ですので、ぜひご協力をお願いします。 

１ 日時  令和元年８月１０日（土） 午前７時から 

※雨天時は翌日１１日に実施 

２ 場所  川崎城跡公園自然観察ふれあい広場 

 

◆あんどんまつりボランティア協力者募集 

８月２４日に開催される「あんどんまつり」を一緒に盛り上げてくれるボラン 

ティア協力者を募集しています。 

１ ボランティア募集内容 

募 集 内 容 （日時および作業内容） 

①  ８月２２日（木） 

13:30～16:30 雨天時 23 日 

事前準備【作業内容】 

・あんどんの設置 

・備品の運搬 など 

②  ８月２４日（土） 

15:00～21:00   

※雨天時は中止 

当日運営【作業内容】 

・あんどんの点火 

・会場警備、駐車場 など 

③  ８月２５日（日） 

7:00～9:00  

※イベント延期時は翌日 

後片付け【作業内容】 

・あんどんの回収 

・ごみ拾い など 

２ 募集期間   ７月２６日（金）まで 

３ 場所  川崎城跡公園自然観察ふれあい広場 

４ その他 詳細は、ホームページをご覧ください（申込書もダウンロード可） 

５ 申し込み・問い合わせ 川崎城跡公園再生市民会議事務局（都市整備課） 

             TEL 0287-43-6213 

 

 
※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担当部・課・グループ 都市整備課 都市計画担当 

担  当  者  名 手塚 宏子 

電  話  番  号 0287-43-6213 内線電話番号 531 

 



 

                                  

 

                                                                      

 

                                                                                               

 

 

・当日の駐車場は、川崎小学校、城の湯温泉駐車場をご利用ください。 

 （駐車場や会場周辺での事故やトラブルについて、主催者は責任を負いません。）  

・ごみの持ち帰りにご協力をお願いします。 

 

お問合せ  川崎城跡公園再生市民会議事務局 

（矢板市都市整備課内）  

電話：0287-43-6213 

シャトルバス 運行時間 15:00～20:30 

道の駅やいた～城の湯温泉センター～川崎城跡公園 

 

詳しくは矢板市 HP にて「あんどんまつり」で検索！ http://www.city.yaita.tochigi.jp/ 

 日光北街道 

 
道の駅 

 
矢板市役所 

 
県塩谷庁舎 

 
塩谷病院 

県
道 

 

号
線 県

道 
 

号
線 

30 

30 

 
県道 242 号線 

 
川崎小学校 

 
城の湯温泉 

 
川崎城跡公園 

会場 

 

 

１６：００ ＳＴＡＲＴ 

 

16:00~ 物産店 

楽しく踊ろう会 

    こどもみこし（やもり倶楽部） 

17:00~ あんどん点灯 

吹奏楽（矢板中央高吹奏楽部） 

18:00~ 開会式 

よさこいソーラン（かしわ幼稚園） 

 みんなで歌おう！ 「ああ川崎城跡」 

よさこいソーラン（川崎小学校） 

19:00~  ヒップホップダンス（Delightful） 

ふるさとの口笛（東泉和夫） 

こどもフラ（ﾅﾆｹｱﾗ ｴﾙｱ ﾌﾗ ｽﾀｼﾞｵ） 

20:30  イベント終了 

    

 

   
  



 
記者発表資料 

                   
  令和元年７月１８日（木）発表・提供 

件  名 
いちご一会とちぎ国体矢板市実行委員会設立総会及び第１回総会の

開催について 

（説明文） 

 令和４年（２０２２年）に栃木県で開催されます第７７回国民体育大会「いちご

一会とちぎ国体」について、矢板市における推進体制を構築するため標記会議を開

催することにいたしましたので、情報提供します。 

 

１ 日時  令和元年８月２２日（木） １３時３０分から 

２ 場所  矢板イースタンホテル 

３ 出席者 いちご一会とちぎ国体矢板市実行委員会の委員各位 

４ 会議次第（仮） 

 ⑴ 設立総会 実行委員会趣意書（案）、会則（案）、役員（案）の決定等 

 ⑵ 第１回総会 矢板市基本方針（案）、令和元年度事業計画（案）、令和元年度

収支予算（案）の決定等 

５ 目的（内容） 

 令和元年７月１７日（水）、公益財団法人日本スポーツ協会理事会において第７

７回国民体育大会の栃木県開催が正式決定されました。国民体育大会開催基準要項

（日本スポーツ協会制定）の規定により、矢板市に実行委員会を設立するものであ

ります。 

６ 矢板市の実施競技 

 ⑴ 正式競技 サッカー（少年女子）、軟式野球（成年男子） 

 ⑵ デモンストレーションスポーツ オリエンテーリング 

※提供資料の有無：無 

担 当 課 ・ 担 当 名 生涯学習課スポーツ推進班 

担  当  者  名 大澤 英勝 

電  話  番  号 0287-43-6218 内線電話番号 471、473 

 



 
記者発表資料 

                   
  令和元年 ７月１８日（木）発表・提供 

件  名 宝くじ文化公演 ミュージカル「シンデレラ」の実施について 

（説明文） 

 矢板市文化会館では、次のとおりミュージカルを公演します。 

 ５月２６日（日）からチケット販売を開始しており、現在も販売中です。 

 子どもから高齢者まで広く楽しめる内容ですので、より多くの方々にご鑑賞いた

だきたく、お知らせいたします。 

 

１ 目的（趣旨） 

 本格的なミュージカルを低料金で公演することによって、多くの市民が芸術に触

れることのできる機会を提供する。 

  

２ 日時 令和元年８月１１日（日） １４：００開演（１３：３０開場） 

３ 場所 矢板市文化会館 大ホール 

４ 主催 矢板市／矢板市教育委員会／（一財）自治総合センター 

５ 内容 別添チラシのとおり 

 
６ チケット料金 一般１，０００円／高校生以下５００円（全席指定） 

 ※３歳未満は、ひざ上鑑賞無料（座席が必要な場合は有料） 

 ※当日券も同料金（前売りで完売の場合は、当日券の販売はありません） 

 
７ チケット販売所 矢板公民館 

※直接窓口へお越しください。電話での購入や取り置きはできません。 

 

※提供資料の有無：有（別添のとおり） 

担当課・グループ 矢板公民館（文化会館） 

担  当  者  名 樋口 薫 

電  話  番  号 0287-43-2212 内線電話番号 481 
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